
令和６年１２月市議会定例会追加議案件名 

 

議案第８７ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第８８ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第８９ 号 白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第９０ 号 白河市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第９１ 号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第９２ 号 令和６年度白河市一般会計補正予算（第６号） 

議案第９３ 号 令和６年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第９４ 号 令和６年度白河市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第９５ 号 令和６年度白河市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第９６ 号 令和６年度白河市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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令和６年１２月市議会定例会追加議案要旨 

 

議案第８７ 号 白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

福島県人事委員会勧告に準じ、特定任期付職員の給与の改定など、所要

の改正をしようとするものであります。 

議案第８８ 号 白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第８９ 号 白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

上２議案については、福島県人事委員会勧告に基づく特定任期付職員の

給与改定に準じ、期末手当の支給月数を変更するため、所要の改正をしよ

うとするものであります。 

議案第９０ 号 白河市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

福島県人事委員会勧告に準じ、一般職員の給与の改定など、所要の改正

をしようとするものであります。 

議案第９１ 号 白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

福島県人事委員会勧告に準じ、会計年度任用職員の給与について改定す

るため、所要の改正をしようとするものであります。 

議案第９２ 号 令和６年度白河市一般会計補正予算（第６号） 

(1) 歳入歳出予算の補正 

歳入歳出補正総額は４３１，１９４千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３４，３８４，５９５千円となりました。 

款別補正の内訳は、次のとおりであります。 

歳入については、国庫支出金１７３，８４７千円、県支出金６０千円、

繰入金２５７，２８７千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、議会費２，１６０千円、総務費４９，５３６千円、 

民生費２５２，６１５千円、衛生費６，３９９千円、農林水産業費９， 

３９２千円、商工費６，７５４千円、土木費１７，６４０千円、教育費 

８６，６９８千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出補正は、次のとおりであります。 

職員給与関係費等               １４０，４６０千円 

会計年度任用職員関係費            １１７，１２９千円 

物価高騰重点支援給付金事業（国補正分）    １７３，６０５千円 

議案第９３ 号 令和６年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出補正総額は７，１６９千円増額となり、歳入歳出予算総額は５，

５６９，２４０千円となりました。 

款別補正の歳入については、県支出金４９８千円、繰入金６，６７１千

円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、総務費６，６７１千円、保健事業費４９８千円をそれ
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ぞれ増額補正するものであります。 

議案第９４ 号 令和６年度白河市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

歳入歳出補正総額は８，２９９千円増額となり、歳入歳出予算総額は６，

２６２，１６１千円となりました。 

款別補正の歳入については、国庫支出金２０２千円、県支出金１０１千

円、繰入金７，９９６千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、総務費７，７７２千円、地域支援事業費５２７千円を

それぞれ増額補正するものであります。 

議案第９５ 号 令和６年度白河市水道事業会計補正予算（第３号） 

(1) 業務の予定量の補正 

 改良費を８３９，１１６千円に改めるものであります。 

(2) 収益的収入の補正 

 営業外収益９１千円を増額補正し、その総額として水道事業収益１， 

２７０，８９８千円を予定するものであります。 

(3) 収益的支出の補正 

 営業費用３，３３０千円を増額補正し、その総額として水道事業費用１，

２４６，５５０千円を予定するものであります。 

(4) 資本的支出の補正 

 建設改良費１，１７７千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，

１２５，２４６千円を予定するものであります。 

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 

 予算に定めた職員給与費を１３１，１３７千円に改めるものであります。 

(6) 他会計からの補助金の補正 

 予算に定めた下水道事業会計からの補助金を５，４０６千円に改めるも

のであります。 

議案第９６ 号 令和６年度白河市下水道事業会計補正予算（第２号） 

(1) 収益的収入の補正 

 営業外収益１，５０８千円を増額補正し、その総額として下水道事業収

益２，４５２，６６５千円を予定するものであります。 

(2) 収益的支出の補正 

 営業費用１，５０８千円を増額補正し、その総額として下水道事業費用

２，４５２，６６５千円を予定するものであります。 

(3) 資本的収入の補正 

 他会計補助金１，０２４千円を増額補正し、その総額として資本的収入

１，４４２，８１０千円を予定するものであります。 

(4) 資本的支出の補正 

 建設改良費１，０２４千円を増額補正し、その総額として資本的支出１，

５７２，５４９千円を予定するものであります。 

(5) 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 

 予算に定めた職員給与費を９４，０１５千円に改めるものであります。 
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(6) 他会計からの補助金の補正 

 予算に定めた一般会計からの補助金を１，３２７，６２１千円に改める

ものであります。 

 

 


